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１.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

１）正しく行動すること、そのために、適用法令・業界規範・社内規則を遵守し、高い倫理観に従

って行動すること（以下、「コンプライアンス」という。）が、企業理念を実践するために不可欠

であることを「テルモグループ行動規範」に明記し、当社の取締役、経営役員、担当役員、使用

人及びグループ各社においてこれらに相当する者（以下、「グループ役職員」という。）に、これ

に関する継続的な教育・啓発を行う体制を構築します。 

２）「グループ内部統制システム規程」を定め、グループの内部統制システムの整備を担うべく、

代表取締役社長が委員長を務める内部統制委員会を設置します。その委員会において、コンプラ

イアンスに係る重要な施策を審議し、その活動状況を定期的に取締役会及び監査等委員会又は

監査等委員会が選定する監査等委員（以下、「選定監査等委員」という。）に報告する体制を構築

します。 

３）金融商品取引法の定めに従い、財務報告の信頼性を確保するための体制を構築します。 

４）「グループ内部統制システム規程」に基づき、重大なコンプライアンス違反等が発生した場合、

内部統制委員長の指揮のもと、対応チームを立ち上げ、発生原因及び再発防止策を内部統制委員

会に報告・提言する体制を構築します。 

 

２.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

１）「グループ文書管理規程」を定め、業務執行取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒

体に記録し、文書等の種類、重要性等に応じて保存する体制を構築します。 

２）「文書管理基準マニュアル 重要な会議体の議事録等取扱いについて」を定め、当社の重要な

会議体の議事録を保存する体制を構築します。 

３）取締役及び監査等委員会又は選定監査等委員（以下、「監査等委員会等」という）は、常時これ

らの文書等を閲覧することができる体制を構築します。 

 

３.リスク（損失の危険）の管理に関する規程その他の体制 

１）「グループリスク管理規程」を定め、グループの横断的なリスク管理体制の整備を担うべく、

代表取締役社長が委員長を務めるリスク管理委員会を設置し、その活動状況を定期的に取締役

会及び選定監査等委員に報告する体制を構築します。 

２）事業、品質、製品安全、災害、環境等のリスクに関し、その発生源となる活動を行う部署が主

体的に管理し、かつ、当該リスクカテゴリーごとの専門部署が、経営に重要な影響を及ぼすリス

クの優先度等を踏まえて、上記リスク管理活動を支援・けん制する体制を構築します。 

 



４.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

１）取締役会で承認された中長期成長戦略及び年度計画の達成に向け、取締役、経営役員等から構

成される経営会議のほか、ソリューションレビュー会議等の専門会議を整備し、事業部門等に対

し、迅速・適切かつ効率的な職務執行を支援・指導・監督する体制を構築します。 

２）「決裁制度に関するグループ規程」を定め、迅速かつ効率的な会社の意思決定を行う体制を構

築します。 

３）「グループ業務分掌規程」その他の諸規程を定め、執行部門の組織運営方針及び役割を整備し

ます。 

 

５.当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

１）「グループ会社管理規程」その他の諸規程を定め、グループ全体の事業戦略、資源配分、事業

分野の調整、リスク管理、コンプライアンス等についての整合性を図りつつ、グループ各社が、

テルモグループの一員として、自主的に健全な経営を推進することを支援する体制を構築しま

す。 

２）「グループリスク管理規程」に基づき、グループ各社のリスク管理体制を構築します。 

３）「決裁制度に関するグループ規程」に基づき、グループ各社において、重要性に応じた適切な

承認権者による意思決定が行われ、特に重要な事項については当社の承認又は当社の経営会議

もしくは取締役会への付議を必要とする体制を構築します。 

４）「テルモグループ行動規範」をグループ共通の行動原則として定め、グループ各社に周知し、

それについて継続的に教育する体制を構築します。 

５）「グループ規程管理規程」を定め、それに従って、それぞれの関連部署が、グループ共通の重

要テーマについてグループ規程を制定し、グループ各社に周知する体制を構築します。 

６）グループ全体においてコンプライアンスのための体制が整備されることを支援・推進し、その

状況をモニタリングします。 

７）グループ役職員がコンプライアンス違反等を知ったとき、職制を通さずに通報することができ、

通報したグループ役職員が不利益な取扱いを受けないことを保障する内部通報制度を構築しま

す。 

 

６.内部監査体制 

１）内部監査室は代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会の指示のもとに監査を実施し、それ

ぞれに報告します。 

２）地域及び重要子会社の内部監査部門と、本社内部監査室は連携し、グループの内部監査体制を

構築します。 

３）前 1～５に定めるところの運用状況及び有効性を監査し、その結果及び改善課題を内部統制委

員会に報告・提言すると共に当該改善課題の実行完了を確認する体制を構築します。 

 

７.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項 

監査等委員会を補助する組織として、専任の使用人（以下、「専任使用人」という。）から成る

監査等委員会室を置きます。 

 



８.専任使用人の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項 

専任使用人の人選、人事考課、給与、異動及び懲戒処分については、事前に監査等委員会の同

意を得るものとします。なお、当該専任使用人の人選に際しては、監査等機能の一翼を担う重要

な役割を有することに鑑み、その経験、知見、行動力等を考慮するものとします。 

 

９.専任使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項 

専任使用人は、監査等委員会等の指揮・命令に基づき職務を行うものとし、監査等委員でない

取締役その他のグループ役職員からの指揮・命令を受けません。 

 

10.グループ役職員（これらの者から報告を受けた者を含み、「報告者等」という。）が監査等委員会

に報告をするための体制 

１）法令に定める事項に加え、「取締役、経営役員、担当役員および使用人の監査等委員への報告に

関するグループ規程」に基づき、報告者等は、監査等委員会等に対し、適時・適切に報告します。 

２）監査等委員会等は、グループ各社に設置している内部通報制度の運用状況及び事案の内容につ

いて定期的に報告を受け、適宜指示・助言等を行います。 

 

11.報告者等が当該通報・報告をしたことを理由として不利益を受けないことを確保するための体制 

１）グループ役職員が直接・間接を問わず、監査等委員会等に通報・報告をした場合、当該通報・

報告を理由として、人事上その他一切の点で不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨グル

ープ役職員に周知徹底します。 

２）監査等委員会等は、通報・報告をした者の異動、人事評価、懲戒等に関し、取締役にその理由

の開示・説明を求めることができます。 

 

12.監査等委員会等の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執

行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

１）監査等委員会等は、その職務の執行に関し、法令で定める費用等を当社に請求することができ

ます。 

２）監査等委員会等は、その職務の執行に必要と認めるときは、外部専門家を起用することができ

ます。なお、これに要する費用は、前号１）によるものとします。 

 

13.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

１）代表取締役は、監査等委員会と定期的な意見交換会を開催します。 

２）選定監査等委員は、経営会議をはじめとする重要な会議体に出席することができます。 

３）監査等委員会等は、内部監査部門との定例連絡会の開催、会計監査人との定例会合の開催のほ

か、必要に応じこれらの部署又は機関との会合を行います。 

以上 


